
―農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動を支援します。 ― 

山 梨 県 

資料 ４ 



農業の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農活動に対して支援します。 
２６年度は予算措置として実施し、所要の法整備を行った上で２７年度から法律に基づき実施する予定です。 
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問合せ窓口 電話 ＦＡＸ 

関東農政局 整備部 農地整備課  ０４８-７４０-０１４６   ０４８-６００-０６２４  

多面的機能支払制度に関するお問い合わせ先 

■国の機関 

■県 

問合せ窓口 電話 ＦＡＸ 

山梨県 農政部 農村振興課 

中北農務事務所 地域農政課 

峡東農務事務所 地域農政課 

峡南農務事務所 地域農政課 

富士・東部農務事務所 地域農政課 
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 ０５５３-２０-２７０９ 
 ０５５-２４０-４１１７ 
 ０５５４-４５-７８３３  

問合せ窓口 電話 ＦＡＸ 

山梨農地・水・環境保全協議会  ０５５-２３５-３６５３   ０５５-２２８-８１７４  

■地域協議会 

平成２６年２月 


